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「株券等の電子化に係る制度要綱」の概要 

 

平成 18 年 3 月 24 日 

証券保管振替機構 

 

 

第１ 総 則 

 

Ⅰ．機構取扱対象株式等 

○ 証券保管振替機構（以下「機構」という。）が取扱いの対象とする株式等（以下「機

構取扱対象株式等」という。）は、次のとおりとする。 

① 上場株式 

② 上場新株予約権（株主に無償割当てされる新株予約権） 

③ 上場新株予約権付社債 

④ 非上場新株予約権又は非上場新株予約権付社債のうち、その新株予約権の目的

である株式が振替株式であって、機構が定める要件に合致するもの 

⑤ 上場投資口 

⑥ 上場優先出資（協同組織金融機関の優先出資） 

（注） 上場交換社債については、一般債振替制度において取扱いを検討している。 

 

Ⅱ．同意手続等 

○ 発行者は、その発行する機構取扱対象株式等について機構が取り扱うことに同意

しようとするときは、同意書及び機構が定める書面を提出するものとする。 

○ 同意書を提出した発行者（以下「会社」という。）は、口座管理機関から、その同

意を与えた機構取扱対象株式等の振替を行うための口座の開設を受け、機構に対し

当該口座を届け出るものとする。 

 

Ⅲ．振替口座簿の備置及び口座開設 

１．振替口座簿の備置 

○ 機構及び口座管理機関は、振替口座簿を備えるものとする。 

２．機構における口座開設等 

○ 機構加入者になることができる者は、口座管理機関になることができる者のほか、

機構が特に認める者とする。 

○ 機構加入者になろうとする者は、機構に対し、所定の「口座開設申請書」を提出
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して、口座開設の申請をするものとする。 

３．口座管理機関における口座開設等 

○ 口座管理機関は、他の者のために、その申出により振替を行うための口座を開設

することができるものとする。この場合において、口座管理機関は、当該他の者と、

機構の定める内容を含む契約を締結するものとする。 

○ 口座管理機関は、その加入者になろうとする者が提示する本人確認書類等により、

外国人保有制限銘柄の外国人等（放送法第 52 条の 8 若しくは航空法第 120 条の 2 に

規定する外国人等又は日本電信電話株式会社等に関する法律第 6 条第 1 項各号に掲

げる者をいう。）であるかどうかについての判定をするものとする。 

○ 間接口座管理機関になろうとする者は、機構にその旨の申請を行い、機構の承認

を得るものとする。 

 

Ⅳ．会社の決定事項等の通知 

○ 会社は、機構に対し、同意を与えた機構取扱対象株式等について機構が定める事

項のほか、加入者の権利に関する事項等について決定等をしたときは、当該事項を

通知するものとする。 

 

Ⅴ．振替システムによる事務処理等 

１．振替システムによる事務処理 

○ 機構における各種事務の処理（情報の授受を含む。）は、原則として、振替システ

ムを利用して行うものとする。 

２．振替システムにおける各種コード 

○ 振替システムによる事務処理においては、次のコードを利用する。 

① 機構が機構加入者及び口座管理機関ごとに定める「口座管理機関コード」 

② 機構が定める方法により、各口座管理機関が加入者の口座ごとに定める「加入

者口座コード」 

③ 機構が加入者ごとに定める「株主等照会コード」（機構と会社との間の事務処理

において利用） 

 

Ⅵ．機構における加入者情報等の管理 

１．加入者情報の通知等 

○ 口座管理機関は、あらかじめ、加入者の加入者口座コード、氏名又は名称及び住

所その他の機構が定める事項（以下「加入者情報」という。）を、機構に通知するも
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のとする。 

○ 口座管理機関は、加入者情報中の漢字を含む文字情報を、機構が定める統一文字

集合及び統一文字コードを利用して機構に通知するものとする。 

（注） 口座管理機関は、統一文字集合の範囲外の文字を含む情報があるときは、当該

文字を、統一文字集合の範囲内の他の文字に置き換えて機構に通知するものとす

る。統一文字集合は、振替制度への移行時においては、JIS X 0213 に含まれる文

字のうち、JIS X 0208 に人名漢字を加えたものとし、早期に JIS X 0213 への移

行を目指す。 

２．名寄せ及び株主等通知用データの登録 

○ 機構は、口座管理機関から加入者情報の通知を受けたときは、機構が定める方法

により加入者の名寄せを行い、加入者情報として通知された内容及び名寄せの結果

その他の機構が定める事項を「株主等通知用データ」として登録する。 

３．常任代理人等の届出の取次ぎ 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から、会社に対する常任代理人の選任等に

係る届出の取次ぎの請求を受けたときは、これを会社に取り次ぐものとする。この

場合において、機構は、これらの届出に係る情報を「株主等通知用データ」として

管理し、総株主通知等のときにおいて、会社への届出の取次ぎを行う。 

 

Ⅶ．機構取扱対象株式等の取扱廃止 

○ 機構は、機構取扱対象株式等が機構取扱対象株式等に該当しなくなったとき（上

場廃止等）その他の機構が定める事由に該当することとなったときは、その取扱い

を廃止することとする。 

○ 機構及び口座管理機関は、取扱廃止日において、その振替口座簿における当該機

構取扱対象株式等についての記録を抹消するものとする。 

 

Ⅷ．経費の分担 

○ 機構が振替制度の運営のために要する経費は、機構からサービスの提供を受ける

者（機構加入者及び会社等）が負担するものとする。 

○ 経費の負担については、サービスによる便益に応じたものとし、振替制度の安定

的な運営に資するよう、手数料を定めるものとする。 

 

 

第２ 振替株式 
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Ⅰ．振替口座簿とその記録事項 

１．加入者の口座 

○ 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分するものとする。 

２．口座管理機関の口座 

○ 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、自己口及び顧客口に区分するものとする。 

３．振替口座簿の記録事項 

○ 加入者（口座管理機関である者を除く。）の口座及び自己口（以下「自己口等」と

いう。）には、加入者の氏名又は名称及び住所等の事項を記録するものとし、保有欄

と質権欄に区分する。 

○ 顧客口には、加入者の氏名又は名称及び住所等の事項を記録するものとする。 

４．振替口座簿の記録に関する取扱い 

○ 口座管理機関は、加入者（当該加入者の質権株式の株主を含む。）に係る加入者口

座コードを、当該加入者の氏名又は名称に付記するものとする。 

○ 口座管理機関は、その開設する口座に記録する質権株式の株主の氏名又は名称及

び住所を、機構に対する照会により得た情報により記録することができるものとす

る。 

５．機構における取扱い 

○ 機構における口座の保有欄及び質権欄は、口座により設けることとする。 

○ 機構加入者になる者のために開設される口座は、当該加入者が口座管理機関であ

る場合は保有口と顧客口とし、口座管理機関でない場合は保有口とする。 

○ 機構加入者は、機構に対し、その自己口等について質権口である旨を届け出て、

質権口の開設を受けることができるものとする。 

○ 機構加入者は、保有口、質権口及び顧客口については、機構が定める区分により

複数の口座に区分することができるものとする。 

 

Ⅱ．新規記録手続 

１．取扱開始時における取扱い 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から会社に対する口座（新規記録により増

加の記録を受けるものに限る。）の通知の取次ぎの請求を受けたときは、会社に口座

通知を取り次ぐものとする。 

○ 会社は、機構から口座通知を受けなかったときは、口座管理機関に対して、当該

株主等のために特別口座の開設の申出をするものとする。 

○ 会社は、機構に対し新規記録通知をするものとし、機構及び口座管理機関は、新



 5

規記録通知の内容に従い、加入者の口座に所要の増加の記録をするものとする。 

２．募集株式についての取扱い 

○ 公募増資の場合の新規記録は、会社の申請があるときは、引受証券会社による払

込みと同時に公募株式の増加の記録をする方式（発行時ＤＶＰ方式）によることが

できるものとする。 

○ 第三者割当増資、株主有償割当増資の新規記録手続について、所要の取扱い（新

規記録手続の日程等）を設けることとする。 

３．募集株式以外の振替株式についての取扱い 

○ 取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得、株式無償割当等により交付さ

れる振替株式の新規記録手続について、所要の取扱い（新規記録手続の日程等）を

設けることとする。 

 

Ⅲ．振替手続 

１．振替の申請と振替 

○ 加入者は、その振替株式の振替をしようとするときは、その直近上位機関に対し、

減少の記録がされる銘柄及び数並びに振替先口座その他の事項を示して振替の申請

を行うものとする。 

○ 振替の申請を受けた口座管理機関は、機構に対し、振替先口座の有無について照

会することができるものとする。 

○ 加入者から振替の申請を受けた機構又は口座管理機関は、振替元口座における減

少の記録その他所要の措置をとるものとし、当該機構又は口座管理機関から振替通

知事項の通知を受けた機構又は口座管理機関も振替を行うための所要の措置をとる

ものとする。 

○ 振替通知事項には、振替先口座が質権欄であるときは質権株式の株主の加入者口

座コードを含み、加入者が振替先口座の特別株主となるものである旨を明らかにし

ているときは当該加入者の加入者口座コードを含ませることができるものとする。 

○ 機構加入者は、質権口を振替元口座又は振替先口座とする振替についての振替請

求をするときは、当該振替請求において振替株式の株主の加入者口座コードを示す

ものとする。 

○ 機構加入者は、特別株主の申出をした振替株式についての振替請求をするときは、

当該特別株主の加入者口座コードを示すものとする。 

２．特別口座についての振替 

○ 口座管理機関は、特別口座の加入者がする振替株式の振替の申請については、当
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該加入者又は当該振替株式の会社の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請

を受けることができないものとする等、特別口座に係る振替について、所要の制限

を設けることとする。 

３．会社に対する各種請求に伴う振替等 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から会社に対する単元未満株式の買取請求

又は売渡請求の取次ぎの請求を受けたときは、これを会社に取り次ぐものとする。 

○ 取得請求権付株式の取得請求に係る振替及び取得条項付株式の取得に係る振替に

ついて、所要の取扱いを設けることとする。 

４．振替の制限 

○ 機構は、振替の制限を必要とするときは、銘柄ごとに、振替をしない日を指定す

ることができることとする。 

 

Ⅳ．抹消手続 

１．一部抹消手続 

○ 会社は、一部抹消の申請をするときは、抹消により減少の記録がされる自己口等

を開設した口座管理機関に対し、所要の事項を示して申請するものとし、あらかじ

め機構に対し一部抹消について通知するものとする。 

○ 機構及び口座管理機関（減少の記録がされる自己口等を開設した者及びその上位

機関に限る。）は、一部抹消日の業務開始時に、一部抹消銘柄について減少の記録を

するものとする。 

２．全部抹消手続 

○ 会社は、特定の銘柄についての記録の全部を抹消しようとするときは、全部抹消

日の２週間前までに、機構に対し、全部抹消銘柄、全部抹消日等を通知するものと

する。 

○ 機構及び口座管理機関は、全部抹消日の業務開始時に、全部抹消銘柄の全部につ

いての記録を抹消するものとする。 

 

Ⅴ．株式併合等の場合における記録手続 

１．株式併合 

○ 会社は、振替株式について株式の併合をしようとするときは、併合日の２週間前

までに、機構に対し、株式併合銘柄、減少比率その他の事項を通知するものとする。 

○ 機構及び口座管理機関は、併合日の前営業日において、その加入者の自己口等に

記録されている株式併合銘柄について減少させるべき振替株式の数を算出し、併合
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日に当該数の減少を記録するものとする。 

○ 機構及び口座管理機関は、併合日において、その直近下位機関の口座の顧客口に

記録されている株式併合銘柄について減少させるべき振替株式の数の減少の記録を

するものとする。 

○ 機構は、株式併合銘柄について、株主ごとに、株式併合後において保有する数か

ら株式併合による減少後の数として併合日において当該株主の振替株式として記録

されるべき数の合計数を減じて得た数（以下「調整株式数」という。）を算出し、調

整株式数の整数部分は、株主の自己口等のうち、併合日の前営業日において最も大

きい振替株式の数を記録していた口座に、調整株式数の小数点以下の部分は、株式

併合銘柄の会社の自己口等に割り当てることとする。 

○ 機構及び口座管理機関は、調整株式数を記録すべき自己口等を開設しているとき

は、機構が定める日の業務開始時に、調整株式数の増加を記録するものとする。 

２．株式分割 

○ 株式分割については、株式併合の取扱いに準じることとする。 

３．合併等 

○ 合併、株式交換又は株式移転については、株式併合の取扱いに準じることとする。

なお、存続会社等が、合併等に際してその保有する合併会社等銘柄の振替株式を交

付しようとするときは、合併等効力発生日を一部抹消日として、当該振替株式につ

いて抹消の申請をするものとする。 

 

Ⅵ．超過記録の防止 

１．発行総数と振替口座簿に記録すべき数についての照合 

○ 機構は、その振替口座簿に記録する銘柄ごとの振替株式の総数と当該銘柄の会社

が機構に発行総数（振替口座簿に記録されていない数を除く。）として通知した数を

照合することとする。 

○ 会社は、その銘柄の発行総数（振替口座簿に記録されていない数を除く。）と、機

構が当該銘柄について機構の振替口座簿に記録する振替株式の総数として通知した

数を照合するものとする。 

２．機構加入者等の振替口座簿に記録すべき数についての照合 

○ 機構加入者は、毎営業日に機構から通知される当該機構加入者の各口座に記録さ

れた全ての振替株式の銘柄ごとの数と、自らが管理する情報との照合を行うものと

する。 

○ 間接口座管理機関は、その直近上位機関から通知された情報と、自らが管理する
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情報との照合を行うものとする。 

 

Ⅶ．株主名簿に記録すべき事項に関する申出等の手続 

１．特別株主管理簿と特別株主の申出等 

○ 機構及び口座管理機関は、特別株主の申出等を記録する特別株主管理簿を備え置

き、申出をした加入者の氏名又は名称及び住所並びに銘柄及び数その他の事項を記

録するものとする。 

○ 加入者は、その直近上位機関に対し、その口座の保有欄に記録された振替株式に

ついて、特別株主の申出をすることができる。 

○ 機構は、機構加入者の口座の保有口を振替先口座とする振替請求において振替元

口座の加入者の加入者口座コードが通知されたときは、当該機構加入者が特別株主

の申出を行ったものとして取り扱うこととする。 

○ 機構加入者の担保口に記録された振替株式については特別株主の申出が行われた

ものとし、その機構加入者が特別株主に関する事項を管理する事務（以下「特別株

主管理事務」という。）を行う取扱い及び機構加入者が行うべき特別株主管理事務を、

特別株主の上位機関である他の機構加入者に委託する取扱いを設けることとする。 

２．登録株式質権者となるべき旨の申出等 

○ 質権者の申出について、所要の取扱いを設けることとする。 

 

Ⅷ．総株主通知の手続 

１．振替法に定められた時期における総株主通知 

○ 会社は、基準日を定めたときその他の機構が定める事由に該当するときは、速や

かに、機構に対し、当該事由等を通知するものとする。 

○ 機構は、通知株主等の氏名又は名称及び住所並びに振替株式の数その他必要な事

項を、会社に通知することとする。 

○ 口座管理機関は、その振替口座簿中の加入者の口座に記録する振替株式について

の通知株主等ごとに、通知株主等の加入者口座コード、振替株式の銘柄及び数並び

に当該振替株式が記録されている口座を機構に報告するものとする。 

○ 総株主通知は、株主等照会コードを利用し、株主情報と株式数情報とに区分して

通知することとする。 

２．会社の請求による総株主通知 

○ 会社は、正当な理由があるときは、機構に対し、一定の日の株主等についての総

株主通知を請求することができるものとする。 
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Ⅸ．個別株主通知の手続 

１．加入者による申出 

○ 加入者は、その直近上位機関に対し、個別株主通知の申出をすることができるも

のとする。 

○ 複数の口座を有する株主は、その申出により、保有する株式の一部の数の通知の

申出ができるものとする。 

○ 加入者から個別株主通知の申出を受けた機構又は口座管理機関（以下「申出受付

機関」という。）は、申出株主に対し、申出株主の氏名又は名称及び住所並びに申出

受付機関の名称、受付日及び受付番号等を記載した受付票を交付するものとする。 

２．個別株主通知等 

○ 機構は、個別株主通知の申出を受けたときは、申出株主の氏名又は名称及び住所、

申出株主の株主等照会コード、申出受付日、受付番号、振替株式の銘柄及び数並び

にその数に係る増減履歴（特定の日において口座に記録されていた数の合計数から

その前営業日において記録されていた数の合計数を減じた数）その他の事項を会社

に対して通知することとする。 

○ 機構は、個別株主通知の申出を受けたときは、保有する振替株式の一部の数の通

知の申出がある場合を除き、申出株主の他の直近上位機関に対し、個別株主通知に

必要な事項の報告を請求することとする。この場合において、機構から請求を受け

た口座管理機関は、機構に対し、当該口座管理機関の振替口座簿中の口座に記録さ

れた申出株主の申出に係る振替株式の銘柄及び数並びにその数に係る増減の履歴等

を報告するものとする。 

３．申出株主に対する通知株式数等の通知 

○ 機構は、会社に個別株主通知をしたときは、申出株主の直近上位機関（個別株主

通知に係る銘柄及びその数を記録する口座を開設する口座管理機関に限る。）に対し、

個別株主通知の通知日等を通知することとする。この場合において、機構から通知

を受けた口座管理機関は、申出株主に対し、個別株主通知をした旨、個別株主通知

の通知日等を通知するものとする。 

 

Ⅹ．振替口座簿の情報提供請求の手続 

１．加入者による請求 

○ 加入者は、その直近上位機関に対し、振替口座簿の自己の口座に記録されている

事項を証明した書面の交付又は当該事項に係る情報の提供（以下「振替口座簿の情
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報提供」という。）を請求することができるものとする。 

２．会社による請求等 

○ 会社は、正当な理由があるときは、振替口座簿の情報提供を請求することができ

るものとする。 

○ 会社は、株主の口座を指定して振替口座簿の情報提供を請求することができない

ものとし、機構を通じて、株主の氏名等又は株主等照会コードのいずれかを示して

請求するものとする。 

３．会社以外の利害関係者による請求 

○ 加入者の口座につき利害関係を有する者として政令で定める者（会社を除く。）は、

正当な理由があるときは、振替口座簿の情報提供を請求することができるものとす

る。 

 

Ⅺ．担保株式に係る取扱い等 

１．機構における取扱い 

○ 機構は、加入者から担保株式についての届出がされているときは、当該加入者か

ら個別株主通知の申出があった場合等において、担保株式が記録されている口座を

当該加入者の口座として個別株主通知に係る報告の請求等を行うこととする。 

２．機構に対する届出 

○ 振替元口座又は振替先口座の加入者は、担保の目的で振替株式の振替がされた場

合には、その直近上位機関に申し出て、機構に対し、振替がされた担保株式につい

ての届出をすることができるものとする。 

 

Ⅻ．振替株式の総数等の公示 

○ 機構は、振替株式の総数等の情報の公示をすることとする。 

 

ⅩⅢ．外国人保有制限銘柄についての期中公表の取扱い 

○ 機構は、外国人保有制限銘柄については、日々、銘柄ごとに、その直接外国人が

保有する振替株式の数の発行総数その他の機構が定める数に対する比率を公表する

こととする。 

 

ⅩⅣ．取扱廃止の取扱い 

○ 機構は、取扱いを廃止した銘柄について、取扱廃止日の振替株式に係る株主等に

ついて総株主通知を行うこととする。 
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ⅩⅤ．配当金の取扱い 

１．口座管理機関による配当金振込指定の取次ぎ 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から、会社に対する配当金振込指定の取次

ぎの請求を受けたときは、これを会社に取り次ぐものとする。 

２．振替制度下における配当金の受払い方法 

○ 加入者は、配当金振込指定の取次ぎの請求を行う際に、加入者と会社との間の配

当金の受払い方法として、登録配当金受領口座方式（加入者があらかじめ指定し機

構の株主等通知用データに登録された一の預金口座で、すべての銘柄の配当金を受

領する方式）又は株式数比例配分方式（加入者の直近上位機関が当該加入者のため

に開設する口座に記録された株式数に応じて、すべての銘柄の配当金の受領を直近

上位機関に委任する方式）の利用を、口座管理機関に対して申し込むことができる

ものとする。 

（注） 株式数比例配分方式については、その導入に向けて引き続き関係者による検討

を行い、本年夏までに結論を得るものとする。なお、導入の場合の実施時期は、

振替制度移行後とする。 

 

ⅩⅥ．投資口及び優先出資の取扱い 

○ 投資口及び優先出資の取扱いは、振替株式に準じることとする。 

 

 

第３ 振替新株予約権付社債 

 

Ⅰ．振替口座簿とその記録事項 

○ 振替新株予約権付社債の振替口座簿とその記録事項に関する取扱いは、新株予約

権付社債の数に加えて金額を振替口座簿に記録すること等を除き、振替株式の取扱

いに準じるものとする。 

 

Ⅱ．発行代理人等の設置 

１．発行代理人及び支払代理人 

○ 機構は、発行代理人及び支払代理人の指定申請を受けた場合には、機構が定める

要件に適合していると認めるときは、当該指定を行うこととする。 

○ 発行代理人は、機構との間で、新規発行時の銘柄情報の機構への通知、機構に対

する新規記録通知、払込完了の通知等発行に関する手続を行うものとする。 
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○ 支払代理人は、機構との間で、銘柄情報の更新、期中における振替新株予約権付

社債に係る重要な変更、決議・決定が行われた場合の機構への通知、元利払いに関

する資金決済等払込み後から償還までの手続を行うものとする。 

○ 会社は、銘柄ごとに発行代理人及び支払代理人を選任し、機構に届け出るものと

する。 

２．資金決済会社 

○ 機構は、日本銀行の当座勘定取引先であり、かつ、日銀ネットのオンライン取引

先を有する金融機関等から申出があったときは、資金決済会社としての登録を行う

こととする。 

○ 資金決済会社は、機構加入者又は会社のために、振替新株予約権付社債の発行、

元利払い等に係る資金決済を行うものとする。 

○ 機構加入者は、資金決済会社を選任し、機構に届け出るものとする。 

 

Ⅲ．新規記録手続 

１．取扱開始時の取扱い 

○ 会社は、振替新株予約権付社債の発行の決議を行ったときは、発行代理人を通じ

て、払込期日より前の機構が定める日までに、機構に対し、銘柄に関する所定の事

項を通知するものとする。 

○ 機構は、振替新株予約権付社債の総数等の情報の公示をすることとする。 

２．公募に係る新株予約権付社債についての取扱い 

○ 公募により発行される振替新株予約権付社債の新規記録手続は、会社の申請があ

るときは、機構が定める発行時ＤＶＰ方式によるものとする。 

○ 発行時ＤＶＰ方式による新規記録は、次のとおり行うものとする。 

① 引受証券会社は、機構の照合システムに新規記録情報を登録し、機構は、当該

情報を発行代理人に通知する。発行代理人は、通知内容を確認し、機構に対し、

新規記録を行うべき旨を通知するものとする。 

② 機構は、発行代理人から新規記録通知を受けたときは、日本銀行に対し、払込

金額の入金の依頼を行う。日本銀行は、当該依頼に基づき、引受証券会社又はそ

の資金決済会社の当座預金口座から発行代理人の当座預金口座へ入金する。 

③ 機構は、日本銀行から前②の当座勘定入金済通知を受けたときは、直ちに機構

が新規記録すべき口座に振替新株予約権付社債の増加の記録をすることとする。 

○ 発行時ＤＶＰ方式によらない新規記録は、次のとおり行うものとする。 

① 引受証券会社は、払込期日より前の所定の日までに、新規記録情報を発行代理
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人に通知するものとする。発行代理人は、通知内容を確認し機構に通知するとと

もに、払込完了後、当該情報により新規記録を行う旨を機構に通知するものとす

る。 

② 発行代理人は、払込期日に、引受証券会社から払込みが行われたことを確認し

たときは、機構にその旨を通知する。機構は、当該通知を受けたときは、直ちに

機構が新規記録すべき口座に振替新株予約権付社債の増加の記録をすることとす

る。 

３．総額買取型新株予約権付社債についての取扱い 

○ 総額買取型新株予約権付社債の新規記録の取扱いについては、公募に係る新株予

約権付社債に準じるものとする。 

４．その他の新株予約権付社債に係る取扱い 

○ 取得請求権付株式の取得、取得条項付株式の取得、新株予約権付社債の無償割当

て等により交付される振替新株予約権付社債の新規記録の取扱いについては、振替

株式に準じるものとする。 

 

Ⅳ．振替手続 

○ 振替新株予約権付社債の振替手続に関する取扱いは、振替株式に準じるものとす

る。 

 

Ⅴ．元利金支払い 

１．元利金支払いの手続 

○ 振替新株予約権付社債の元利金の支払いは、上位機関（機構を除く。）が元利金を

代理受領し、振替口座簿に記録された振替新株予約権付社債の数及び金額に基づき、

その加入者に交付する方法により行うものとし、その手続は、次のとおりとする。 

① 機構は、元利払期日の２営業日前の振替処理終了時における振替新株予約権付

社債の数及び金額を機構加入者及び支払代理人に通知し、機構加入者は、元利払

期日の前営業日に、課税情報を機構に通知するものとする。機構は、機構加入者

から受領した課税情報に基づき、元利金請求額を確定し、支払代理人に通知する

こととする。 

② 機構は元利払期日に、日本銀行に対し、元利金の入金の依頼を行う。日本銀行

は、当該依頼に基づき、支払代理人またはその資金決済会社の当座預金口座から

機構加入者またはその資金決済会社の当座預金口座へ入金する。 

③ 機構は、元利金の支払いが振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合
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には、日本銀行から前②の当座勘定入金済通知を受けた後、当該新株予約権付社

債の全部についての記録を抹消するものとする。 

２．利金の計算方法 

○ 機構における振替新株予約権付社債の利金の計算は、機構加入者の口座に記録さ

れた振替新株予約権付社債の数及び金額ごとに計算するものとする。 

３．繰上償還の手続 

○ 支払代理人は、会社が振替新株予約権付社債に付されたコールオプションを行使

する場合は、機構に所定の事項を通知するものとする。コールオプションが行使さ

れた振替新株予約権付社債の繰上償還の処理は、元利金の支払いと同様の手続によ

り行うものとする。 

○ 機構加入者は、加入者から振替新株予約権付社債に付されたプットオプションの

行使請求を受けた場合（機構加入者が自己分の行使請求を行う場合を含む。）は、機

構に所定の事項を通知するものとする。機構及び機構加入者は、当該プットオプシ

ョンの行使に係る振替新株予約権付社債の数及び金額について、繰上償還期日まで

の期間の振替及び抹消を停止する。プットオプションが行使された振替新株予約権

付社債の繰上償還の処理は、元利金の支払いと同様の手続により行うものとする。 

４．買入消却の手続 

○ 会社は、振替新株予約権付社債の買入消却を行う場合には、買付けの委託をする

口座管理機関に対し、買入消却を行う旨を通知するとともに、買入消却に係る振替

新株予約権付社債の抹消の申請を行うものとする。 

 

Ⅵ．新株予約権行使 

１．新株予約権行使請求の取次ぎ 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から振替新株予約権付社債について、新株

予約権行使の請求を受け付けたときは、これを会社（行使請求受付場所）に取り次

ぐものとする。 

○ 口座管理機関は、加入者から受けた行使請求について、その直近上位機関に対し、

行使請求に係る通知を行うものとする。機構は、機構加入者から行使請求に係る事

項の通知を受けた日（以下「行使請求日」という。）に、行使請求受付場所に対し、

行使請求に係る事項を通知するものとする。 

２．新株予約権の行使請求の制限 

○ 機構は、振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、

その他機構が必要であると認めた日においては、行使請求の取次ぎを行わないこと
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とする。 

３．新株予約権行使により交付される振替株式の記録 

○ 行使請求受付場所は、行使請求日の翌営業日に、機構に対し、新株予約権行使に

より交付される振替株式の新規記録に係る通知を行うものとする。機構は、当該通

知に基づき、直接口座管理機関に対し、新規記録に係る通知を行う。 

○ 機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所から新株予約権行使により交付され

る振替株式の新規記録に係る通知を受領した日の翌営業日の業務開始時に振替株式

の増加の記録を行うものとする。 

４．新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合の手続 

○ 会社は、新株予約権行使により交付される振替株式の全部又は一部について会社

の自己株式を交付しようとする場合には、事前に行使請求受付場所のもとに開設し

た会社の口座に当該自己株式を振り替えておくものとする。 

○ 行使請求受付場所は、行使請求日の翌営業日に、機構に対し、新株予約権行使に

より交付される振替株式（自己株式を含む。）の新規記録に係る通知を行うものとす

る。機構は、当該通知に基づき、直接口座管理機関に対し、振替株式（自己株式を

含む。）の新規記録に係る通知を行う。 

○ 機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所から新株予約権行使により交付され

る振替株式（自己株式を含む。）の新規記録に係る通知を受領した日の翌営業日の業

務開始時に振替株式（自己株式を含む。）の増加の記録を行い、機構及び行使請求受

付場所は、会社の自己株式の減少の記録を行うものとする。 

５．新株予約権行使に伴い生じる単元未満株式の買取請求の手続 

○ 加入者が行使請求と同時に単元未満株式の買取請求を行う場合は、行使請求によ

り生じる単元未満株式の全株式数を買取請求の対象とし、機構及び口座管理機関は、

当該買取請求を会社に取り次ぐものとする。 

○ 行使請求受付場所は、行使請求日の翌営業日に、機構に対し、買取予定の単元未

満株式に関する事項を通知するものとする。機構は、当該通知に基づき、直接口座

管理機関に対し、買取予定の単元未満株式に関する事項を通知する。 

○ 機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所から買取予定の単元未満株式に関す

る事項の通知を受領した日の翌営業日の業務開始時に振替株式（買取予定の単元未

満株式を含む。）の増加の記録を行い、買取代金の支払日に、買取予定の単元未満株

式の会社の口座への振替を行うものとする。 

 

Ⅶ．合併等において振替新株予約権付社債が承継される場合の手続 
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○ 合併等において振替新株予約権付社債が承継される場合には、機構及び口座管理

機関は、合併等効力発生日において、消滅会社等からの事前の通知に基づき消滅会

社等の振替新株予約権付社債の記録を抹消するとともに、存続会社等又は新設会社

等からの事前の通知に基づき存続会社等又は新設会社等の振替新株予約権付社債の

新規記録を行うものとする。 

 

Ⅷ．超過記録の防止 

○ 超過記録の防止のための照合手続については、振替株式に準じるものとする。 

 

Ⅸ．総新株予約権付社債権者通知の手続 

１．振替法に定められた時期における通知 

○ 機構は、振替新株予約権付社債の記録の全部を抹消したときは、総新株予約権付

社債権者通知を行うこととする。その場合の手続及び日程については、振替株式の

総株主通知に準じるものとする。 

２．会社の請求による総新株予約権付社債権者通知 

○ 会社の請求による総新株予約権付社債権者通知の手続及び日程については、振替

株式の総株主通知に準じるものとする。 

 

Ⅹ．振替口座簿の情報提供請求の手続 

○ 加入者による振替口座簿の情報提供の手続については、振替株式に準じるものと

する。 

 

Ⅺ．社債権者集会における議決権行使等のための証明の取扱い 

○ 機構及び口座管理機関は、社債権者集会における議決権の行使等のための証明書

を社債権者に交付した場合は、当該証明の対象となった振替新株予約権付社債の振

替及び抹消を停止するものとする。 

○ 口座管理機関が当該証明の対象となった振替新株予約権付社債の振替及び抹消を

停止した場合は、遅滞なくその旨を機構及び直近上位機関に通知し、機構及び直近

上位機関は、当該新株予約権付社債の数及び金額についての振替及び抹消を停止す

るものとする。 

 

ＸⅢ．取扱廃止の取扱い 

○ 振替新株予約権付社債が取扱廃止となった場合には、新株予約権付社債権者は、
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会社に対する発券請求を口座管理機関及び機構を通じて行い、会社は、新株予約権

付社債券を口座管理機関を通じて新株予約権付社債権者に交付するものとする。 

○ 期限の利益を喪失した場合など、会社が新株予約権付社債券を速やかに発券する

ことができないと機構が認める場合は、機構及び口座管理機関は、当該振替新株予

約権付社債に係る振替口座簿の記録事項証明書を新株予約権付社債権者に交付する

ものとする。 

 

 

第４ 振替新株予約権 

 

Ⅰ．振替新株予約権に関する取扱い 

○ 振替新株予約権に関する取扱いについては、以下に掲げる事項を除き、振替新株

予約権付社債の取扱いに準じるものとする。 

 

Ⅱ．振替口座簿とその記録事項 

○ 振替新株予約権については、振替新株予約権の数を振替口座簿に記録するものと

する。 

 

Ⅲ．新規記録手続 

１．取扱開始時の取扱い 

○ 会社は、振替新株予約権の発行決議を行ったときは、払込期日より前の機構が定

める日までに、機構に対し、銘柄に関する所定の事項を通知するものとする。 

○ 機構は、振替新株予約権の総数等の情報の公示をするものとする。 

２．無償割当新株予約権の新規記録の取扱い 

○ 無償割当新株予約権の新規記録の取扱いについては、振替株式の無償割当ての取

扱いに準じるものとする。 

３．総額買取型新株予約権の新規記録の取扱い 

○ 総額買取型新株予約権の新規記録の取扱いについては、振替株式の第三者割当増

資の取扱いに準じるものとする。 

 

Ⅳ．新株予約権行使 

１．新株予約権行使請求の取次ぎ 

○ 機構及び口座管理機関は、その加入者から振替新株予約権について、行使請求及
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び当該行使請求に係る払込みの委託を受け付けたときは、これを会社に取り次ぐも

のとする。 

○ 口座管理機関は、加入者から受けた行使請求について、払込金の確認を行ったう

えで、機構が定める方法により、当該払込金を会社が指定する払込場所に支払うも

のとする。 

○ 口座管理機関は、行使請求に係る払込金の支払いを行った後、直近上位機関に対

し、行使請求に係る通知を行うものとする。機構は、機構加入者から当該通知を受

けた日に、行使請求受付場所に対し、行使請求に係る通知を行うものとする。 

２．新株予約権の行使請求の制限 

○ 機構は、必要があると認めるときは、行使請求の取次ぎを行わないこととする。 

３．新株予約権行使により交付される振替株式の記録 

○ 行使請求受付場所は、機構から行使請求に係る通知を受領した後、払込金の入金

を確認したうえで、機構に対し、振替株式の新規記録に係る通知を行うものとする。

機構は、当該通知に基づき、直接口座管理機関に対し、振替株式の新規記録に係る

通知を行うものとする。 

○ 機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所から振替株式の新規記録に係る通知

を受領した日の翌営業日の業務開始時に振替株式の増加の記録を行うものとする。 

４．新株予約権行使に対して自己株式を交付する場合の手続 

○ 会社は、新株予約権行使により交付される振替株式の全部又は一部について会社

の自己株式を交付しようとする場合には、事前に行使請求受付場所のもとに開設し

た会社の口座に当該自己株式を振り替えておくものとする。 

○ 行使請求受付場所は、機構から行使請求に係る通知を受領した後、機構に対し、

振替株式（自己株式を含む。）の新規記録に係る通知を行うものとする。機構は、当

該通知に基づき、直接口座管理機関に対し、振替株式（自己株式を含む。）の新規記

録に係る通知を行う。 

○ 機構及び口座管理機関は、行使請求受付場所から新株予約権行使により交付され

る振替株式（自己株式を含む。）の新規記録に係る通知を受領した日の翌営業日の業

務開始時に振替株式（自己株式を含む。）の増加の記録を行い、機構及び行使請求受

付場所は、会社の自己株式の減少の記録を行うものとする。 

 

Ⅴ．新株予約権の行使期間満了の手続 

○ 機構及び口座管理機関は、振替新株予約権の行使期間満了日の振替終了時に、振

替口座簿の振替新株予約権の記録を抹消するものとする。 
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第５ 移行 

 

Ⅰ．株式の移行に係る施行日前の手続 

１．保振制度利用会社の同意手続等 

○ 保振制度利用会社は、機構に対し、同意期限日（施行日の１ヶ月前の日をいう。

以下同じ。）の１ヶ月前までに、同意書のほか、機構の定める書類を提出するものと

する。 

○ 会社は、機構に対し、その同意を与えた機構取扱対象株式の振替を行うための口

座を届け出るとともに、同意期限日までに、特別口座を開設する口座管理機関の名

称等の事項を公告する。 

２．保護預り株券の預託 

○ 参加者は、機構に預託されていない保護預り株券を預託する場合、原則として、

同意期限日から施行日の２週間前の日の前日までの期間（以下「特例期間」という。）

より前に、あらかじめ顧客に承諾を得て、機構に預託することとする。 

○ 参加者は、顧客の承諾を得ることができなかったものについては、特例期間に、

当該保護預り株券を預託することができるものとする。この場合、当該預託を行っ

た参加者は、預託後、遅滞なく、当該保護預り株券に係る顧客に対し、その旨を通

知する。 

（注） 株券の預託処理及び名義書換処理の平準化という観点から、特例期間中の預託

に係る特別な対応（「特例預託対応のための株券事前確認スキーム案」）について、

なお検討する。 

３．担保に供されている株券の預託 

○ 金融機関等は、担保として占有している株券を機構に預託する場合、原則として、

特例期間より前に、あらかじめ顧客の承諾を得て、機構又は参加者に預託すること

とする。 

○ 金融機関等は、顧客の承諾を得ることができなかったものについては、特例期間

に、担保として占有する株券を預託することができるものとする。この場合、金融

機関等は、預託後、遅滞なく、当該株券に係る株主に対し、その旨を通知する。 

（注） 「特例預託対応のための株券事前確認スキーム案」が質権株券の預託に利用で

きるかについてはなお検討する。 

○ 特例期間における質権の設定者が参加者である質権株券の預託については、参加

者が備える顧客口座簿上の質権口座を利用するものとする。 
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４．預託・交付請求の禁止 

○ 機構又は参加者は、施行日の２週間前の日から施行日の前日までの間、参加者又

は顧客からの預託及び交付の請求を受け付けないものとする。 

５．施行日前日の実質株主通知 

○ 機構は、会社に対し、施行日前日の実質株主に関する事項を、振替制度における

総株主通知の仕組みを利用して、次に掲げる方法により通知することとする。 

① 参加者は、機構に対し、施行日前にあらかじめ、施行日前日の実質株主通知に

係る情報として機構が定める事項を通知のうえ、施行日以降、施行日前日の実質

株主に係る事項を報告する。 

② 前①の報告を受けた機構は、会社に対し、直ちに、施行日前日の実質株主に係

る事項を通知する。（実質株主票、印影の授受は行わない。） 

③ 前②の通知を受けた会社は、当該通知事項を株主名簿に記録する。 

（注） ・ 総株主通知の仕組みを利用した実質株主通知は、施行日前日のものを念頭

におきつつ、施行日前日前の権利確定日等への応用についても検討していく。 

    ・ 機構は、振替制度への移行に先立ち、参加者から通知された実質株主に係

る情報及び株主名簿管理人から通知された振替制度移行前における名寄せ

実績に係る情報を利用して、株主等通知用データの整備を行う。 

６．株主名簿に登録されている単元未満株式の取扱い 

○ 登録単元未満株式（株主名簿に登録されている単元未満株式で株券が発行されて

いないもの）を振替制度移行前に保振制度へ移管するには、株主が会社から単元未

満株券の交付を受ける必要があることから、登録単元未満株式を減少させる対応と

しては、登録単元未満株式の買取請求や売渡請求の利用促進が考えられる。また、

振替制度移行後の対応としては特別口座からの振替が考えられる。 

７．端株の取扱い 

○ 保振制度利用会社である端株制度採用会社は、施行日までに端株を株式にする必

要があることから、原則として施行日に株式分割及び単元株制度を採用して対応す

るものとする。 

８．その他の事務手続 

○ 事務処理が施行日前後に跨る日程で行われるコーポレートアクションや単元未満

株式の買取請求等については、実務上の支障が生じる場合、機構は、必要に応じて、

会社に振替制度への移行を考慮したコーポレートアクションの日程の検討依頼や、

施行日までの一定の間、単元未満株式の買取請求等を制限する対応を行うこととす

る。 
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Ⅱ．株式の移行に係る参加者口座簿・顧客口座簿の記録の振替口座簿への転記 

１．参加者等の一斉移行 

○ 参加者及び特例参加者は、口座開設や転記などの所要の手続を行い、機構加入者

又は間接口座管理機関へ移行するものとする。 

○ 一斉移行にあたり、施行日に間接口座管理機関となる参加者及び特例参加者は、

事前にその顧客に対し、その移行方法等について周知・説明を行い、承諾を得るも

のとする。 

○ 参加者等の移行手続においては、当該参加者等の直近上位となる機構又は口座管

理機関は、施行日の業務開始時までに、当該参加者等の自己分と顧客分を区分して

管理するものとする。 

２．振替口座簿への転記手続 

○ 機構及び参加者は、施行日において、参加者又は顧客のために開設した口座に、

参加者口座簿又は顧客口座簿に記録されていた事項を記録する。 

○ 参加者は、次に掲げる場合、機構に対し、質権口等に記録するために必要な事項

を通知し、当該通知を受けた機構は、施行日において、質権口等に所要の記録をす

る。 

① 参加者がその顧客の預託株券に係る株式の質権者である場合 

② 保振制度において全目的口座を利用している参加者が施行日から自己分と顧客

分を区分口座で管理する場合 

 

Ⅲ．株主名簿に記録された株主についての新規記録手続 

１．特定振替株式に係る株主の通知 

○ 機構は、施行日以後、遅滞なく、会社に対し、特定振替株式の存否、種類及び数

並びにその株主を書面等により通知する。 

２．特別口座の開設 

○ 前１．の通知を受けた会社は、遅滞なく、特別口座を開設する口座管理機関に対

し、特別口座の開設が必要な株主等のために特別口座開設の申出を行う。 

３．特別口座に係る新規記録手続 

○ 会社は、機構に対し、特別口座の記録に係る事項を通知する。当該通知を受けた

機構は、特別口座を開設する口座管理機関に対し、その振替口座簿に記録すべき事

項及び振替口座簿に記録する日（施行日から 15 営業日目の日）を通知する。 

○ 機構及び特別口座を開設する口座管理機関は、振替口座簿に記録する日の業務開

始時に、当該通知に係る事項を記録すべき加入者の口座に所要の記録をするものと
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する。 

４．振替株式の総数等の公示 

○ 機構は、振替株式の総数等の情報の公示をすることとする。 

 

Ⅳ．株式に係る施行日後の手続 

１．保管振替株券であることを証する書面の発行手続 

○ 機構は、会社に対し、施行日以後、遅滞なく、施行日前日において会社が発行し

ている株券が保管振替株券であった旨を証する書面を交付する。 

２．施行日以降の預託株券に係る対応 

○ 機構又は参加者は、施行日以降、預託株券の交付請求を受け付けないものとする。 

○ 施行日前に参加者から株券の交付を受けた者であって、株主名簿への名義書換請

求手続を失念し、施行日後も機構名義の株券を有している者は、会社に対し、自ら

の特別口座開設の申出とともに、機構名義の特別口座から当該申出により開設され

た特別口座への振替申請に係る請求を、機構又は当該参加者を経由して行うことが

できる。 

 

Ⅴ．投資口の移行 

１．発行者の同意手続等 

○ 発行者は、機構において取り扱われている投資証券に係る投資口につき、施行日

において振替投資口とすることを決定し、かつ、同意を与えた場合には、機構に対

し、施行日の２ヶ月前までに、同意書のほか、機構の定める書類を提出するものと

する。 

○ 発行者は、機構に対し、その同意を与えた機構取扱対象投資口の振替を行うため

の口座を届け出るとともに、施行日の１ヶ月前までに、投資主及び登録投資口質権

者への通知及び公告をする。 

２．施行日前日の実質投資主通知等に係る手続 

○ 施行日前日の実質投資主通知については、Ⅰ．５．（施行日前日の実質株主通知）

の取扱いに準じて行うこととする。 

○ 参加者は、顧客口座簿上に質権口座を開設している場合には、施行日以降、機構

に対し、施行日前日の質権者に関する事項を外部記憶媒体により報告し、当該報告

を受けた機構は、発行者に対し、直ちに当該報告事項を通知する。 

３．新規記録手続 

○ 参加者及び発行者は、投資主等に対し、投資口の移行に係る手続等について、事
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前に周知を図り、顧客からの承諾を得るものとする。 

○ 施行日前日において機構に預託されている投資証券に係る投資口の新規記録手続

については、次に掲げる手続によるものとする。 

① 投資主等は、発行者に対し、参加者（直接口座管理機関になるものに限る。）を

経由して振替投資口を記録するための口座を通知するものとする。 

② 発行者は、機構に対し、機構及び参加者の参加者口座簿又は顧客口座簿に記録

された事項を振替口座簿に記録する旨の新規記録通知をする。なお、参加者は、

次に掲げる場合、機構に対し、質権口等に記録するために必要な事項を通知する。 

イ．参加者がその顧客の預託投資証券に係る投資口の質権者である場合 

ロ．保振制度において全目的口座を利用している参加者が施行日から自己分と顧

客分を区分口座で管理する場合 

③ 機構及び参加者は、施行日において、前②の新規記録通知に基づき、振替口座

簿に振替投資口の口数等所要の事項を記録する。 

○ 施行日前日において機構に預託されていない投資証券に係る投資口の新規記録手

続については、Ⅲ．３．（特別口座に係る新規記録手続）の取扱いに準じる。 

４．振替投資口の総口数等の公示 

○ 機構は、振替投資口の総口数等の情報の公示をすることとする。 

５．施行日前の投資証券の預託・交付の取扱い 

○ 機構は、施行日前日における投資証券に係る預託・交付について制限を行うこと

とする。 

６．施行日以降の預託投資証券に係る対応 

○ 機構又は参加者は、施行日以降、参加者又は顧客から預託投資証券の交付請求を

受け付けないものとする。 

○ 機構名義失念投資口に係る対応については、Ⅳ．２．（施行日以降の預託株券に係

る対応）の取扱いに準じる。 

 

Ⅵ．優先出資の移行 

○ 優先出資の移行については、前「Ⅴ．投資口の移行」の取扱いに準じる。 

 

Ⅶ．新株予約権付社債の移行 

１．特例新株予約権付社債 

○ 機構取扱銘柄である新株予約権付社債について、次の要件を満たす場合には、振

替受入簿への記録により、特例として振替制度を利用することができる。 
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① 新株予約権付社債の発行後に会社が振替法の規定の適用を受けることとする旨

を決定したもの 

② 新株予約権付社債の新株予約権の目的が振替株式であるもの 

２．保振制度利用会社の同意手続等 

○ 保振制度利用会社は、機構に対し、施行日の２ヶ月前までに、同意書のほか、機

構の定める書類を提出するものとする。 

○ 機構は、当該同意を得た場合、その旨を公告するとともに、特例新株予約権付社

債の総数等の情報を公示することとする。 

３．移行申請の概要 

○ 特例新株予約権付社債券（以下「社債券」という。）の新株予約権付社債権者（以

下「社債権者」という。）は、機構に対し、社債券を提出するとともに、自らのため

に開設された当該特例新株予約権付社債の振替を行うための口座を示して、振替受

入簿への記録を申請することができる（以下「移行申請」という。）。 

○ 社債権者は、自らが加入者として口座の開設を受けた口座管理機関に対して移行

申請手続を委任する。口座管理機関は、社債権者から委任を受けた社債等の移行申

請を行う。（当該社債権者が機構加入者である場合は、自ら申請を行う。） 

４．集中移行方式 

○ 施行日前日に機構に預託されている社債券については、社債権者が、施行日に、

機構に対し、自らが加入者として口座を開設する口座管理機関を経由して移行申請

を行い、振替受入簿への記録及び振替口座簿への記録を行う方式（集中移行方式）

により移行を行うものとする。 

５．個別移行方式 

○ 施行日前日に機構に預託されていない社債券については、社債権者が、施行日後

に機構に対し、直近上位の口座管理機関を経由して社債券を提示のうえ移行申請を

行い、振替受入簿への記録及び振替口座簿への記録を行う方式（個別移行方式）に

より移行を行うものとする。 

６．振替受入簿の閲覧又は謄写の受付 

○ 機構は、社債権者及び会社からの振替受入簿の閲覧又は謄写の請求を受け付ける。 

７．無権限者による移行申請 

○ 無権限者の移行申請により振替受入簿の記録がされた場合、社債権者は、機構に

対し、振替受入簿の記録の抹消を申請することができる。 

８．施行日前の社債券の預託・交付の取扱い 

○ 機構は、施行日前日における新株予約権付社債券に係る預託・交付について制限
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を行うこととする。 

 

Ⅷ．株券等の電子化に関する周知・啓発 

○ 振替制度への一斉移行を円滑に行うため、関係機関と連携し、株主・発行者・金

融機関等に対して、振替制度の周知・啓発を行っていくこととする。 

○ 機構は、振替制度への一斉移行前に大量の預託が集中し、関係者の事務処理が混

乱しないよう、預託の前倒しを図るための方策や、担保株券の預託方法等について、

引き続き実務検討を行うものとする。 

 

以  上 
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保振制度と振替制度の比較図

＜保振制度＞

会社

実質株主名簿

保管振替機関（機構）

参加者

顧客株券の所持者

口座振替

名義書換請求

実質株主通知

株主名簿

＜振替制度＞

口座振替

総株主通知

間接口座管理機関

加入者

会社

株主名簿

顧客 顧客

参加者
間接口座管理機関

間接口座管理機関

直接口座管理機関 直接口座管理機関

加入者 加入者加入者 加入者

振替機関（機構）

（個別株主通知）
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株式発行の手続イメージ（株券発行 – 新規記録）

Ａ株式会社

証券会社等

株主 甲

1株券

Ａ株式会社

株
券
交
付

払
込
み

１．株券発行（株券発行会社） ２．新規記録（株券電子化後）

払
込
み

株主 甲

口座への記録

甲の口座

Ａ社株式 1株

株主名簿

株主甲 1株

株主名簿

株主甲 1株

株
式
記
録

の
通
知
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株式譲渡の手続イメージ（株券引渡し – 振替）

１．株券引渡し（株券発行会社） ２．振替（株券電子化後）

株券
引渡し

1株券
証券会社等

売主 甲 買主 乙

売主 甲 買主 乙

代金支払い

代金支払い

甲の口座

Ａ社株式 1株
↓
0株

振
替

申
請

乙の口座

Ａ社株式 0株
↓
1株

振替
証券会社等
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1株券

株式消却の手続イメージ（株券廃棄 – 抹消記録）

１．株券廃棄（株券発行会社） ２．抹消記録（株券電子化後）

Ａ株式会社

株券廃棄

Ａ株式会社

証券会社等
Ａ社の口座

Ａ社株式 1株
↓
0株

抹消申請

Ａ株式会社は、
発行総数の減
少手続などを行
う。

Ａ株式会社は、
発行総数の減
少手続などを行
う。
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名
義
書
換
請
求

名義書換の手続イメージ（株券提示 – 株主通知）

株主名簿

株主乙 1株

Ａ株式会社

証券会社等

株
主
通
知

（
口
座
情
報

の
通
知
）

株主 乙

1株券

Ａ株式会社

１．株券提示（株券発行会社） ２．株主通知（株券電子化後）

株主 乙

乙の口座

Ａ社株式 1株

株主名簿

株主甲 1株
↓

株主乙 1株

株主名簿の
記録変更

株主名簿の
記録変更
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機構による株主の名寄せの一元化

参
加
者
コ
ー
ド
及
び

実
質
株
主
管
理
番
号

＜保振制度＞

株主／実質株主Ｈ

名義書換
請求書

実 質
株主票

機構参加者Ｇ機構参加者Ｆ

実 質
株主票

加
入
者
口
座
コ
ー
ド

株
主
等
照
会
コ
ー
ド

発行会社Ａ 発行会社B 発行会社C

実質株主名簿
（発行会社Ａ）

株主名簿
（発行会社Ａ）

BB

株主名簿管理人E

ＣＣ

株主名簿管理人Ｄ

名寄せ

＜振替制度＞

発行会社Ａ 発行会社B 発行会社C

株主名簿
（発行会社A）

株主名簿
（発行会社Ｂ）

株主名簿
（発行会社C）

株主名簿管理人E株主名簿管理人Ｄ

株主等通知用
データ

口座管理機関I 口座管理機関Ｆ 口座管理機関G

株主Ｈ

加入者
情 報

名寄せ 名寄せ

名寄せ

名寄せ
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会 社機 構口座管理機関加 入 者

【口座開設申請】
氏名等の届出

【加入者情報の通知】
（随時）

①

加入者情報

機構における加入者情報等の管理

口座開設申請書

【総株主通知等】
（株主情報の通知時）

本人確認 名寄せ 株主名簿の作成

12345-60-
000009876
54321

加入者
口 座
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は名称

株主等通知用データ

00011-99-
123456789
00000

株主等
照 会
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は 名 称

中央区日本橋茅場
町2-2-1

住 所

・ ・ ・

髙田 太郎
氏名又
は名称

③ ⑤

加入者情報の
標準化（※）

株主等通知用
データの登録

② ④

（※） 電磁的な方法による情報の授受のため、口座管理機関は、加入者の氏名又は名称その他の漢字を含む情報について、「JIS X 0213」の
範囲（制度移行当初においては、「JIS X 0213中のJIS X 0208＋人名用漢字」の範囲）の文字への置換えを標準化に際して行う（文字情
報のコード化は、「Unicode」を利用して行う。）。

00011-99-
123456789
00000

株主等
照 会
コ ー ド

東京都中央区日本
橋茅場町2-2-1

住 所

・ ・ ・

高田 太郎
氏名又
は 名 称

標準化

株主名簿
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機 構

口座管理機関 乙口座管理機関 甲

加入者 Ａ

会 社 α

加入者 Ｂ

発行済株式数

：90株

加入者 Ａ

株主等通知用データ

総株主通知の処理

②
株主情報

通知

②
株主情報

通知

②
株式数情報

通知

②
株式数情報

通知

①
報告

①
報告

①
報告

①
報告

0株50株

質権口保有口

Ａ（乙-300）

～～～～

０００２甲－２００Ｂの住所Ｂ

０００３乙－５００Ｃの住所Ｃ

乙－３００
０００１

甲－１００
Ａの住所Ａ

株主等照会コード加入者口座コード住所氏名

0株10株

質権口保有口

Ａ（甲-100）

30株
[Ｃの氏名/住所]

（乙－500）

0株

質権口保有口

Ｂ（甲-200）

40株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 甲

50株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 乙

0株0株

質権口保有口

Ｃ（乙-500）

加入者 Ｃ

① Ａの加入者口座コード（甲-100）

② 株式数（10株）

① Ｃの加入者口座コード（乙-500）

② 株式数（30株）

① Ａの加入者口座コード（乙-300）

② 株式数（50株）

質権口の株式については、
口座の名義人（Ｂ）ではなく、
質権口に記録されている者
（Ｃ）を株主として報告する。

① 株主等照会コード 0001

② Ａの氏名/住所

① 株主等照会コード 0003

② Ｃの氏名/住所

① 株主等照会コード 0001
② 保有株式数 60株

① 株主等照会コード 0003
② 保有株式数 30株

機構は、口座管理機関からの報告を名
寄せして、会社に対し、株主の氏名/住
所（株主情報）と保有する株式数（株式
数情報）に区分して、株主等照会コード
を用いて通知する。

会社は、通知された株主情報と株式数
情報を、株主等照会コードで紐付けて、
株主名簿を作成する。

機構は、株主確定日の３営業日後の日に、
会社に対する総株主通知（株主情報通知
＋株式数情報通知）を行う。

保振制度における実質株主通知の処理の日
程（株主確定日の６営業日後の通知）の短縮
化が図られる。
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機 構

口座管理機関 乙口座管理機関 甲（申出受付機関）

加入者 Ａ（申出株主）

会 社 α

加入者 Ｂ 加入者 Ａ

株主等通知用データ

⑥
個別株主通知

⑥
個別株主通知

③
報告

③
報告 ⑤

報告

⑤
報告

0株50株

質権口保有口

Ａ（乙-300）

～～～～

０００２甲－２００Ｂの住所Ｂ

０００３乙－５００Ｃの住所Ｃ

乙－３００
０００１

甲－１００
Ａの住所Ａ

株主等照会コード加入者口座コード住所氏名

0株10株

質権口保有口

Ａ（甲-100）

0株30株

質権口保有口

Ｂ

40株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 甲

50株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 乙

0株0株

質権口保有口

Ｃ

加入者 Ｃ

個別株主通知の処理

①
申出

①
申出

②
受付票
交付

（受付番号XXX)

① Ａの氏名/住所
② 株主等照会コード 0001
③ 申出受付日
④ 受付番号 XXX
⑤ 保有株式数 60株
⑥ 増減履歴

④
報告
請求

④
報告
請求

少
数
株
主
権
等
の
行
使

少
数
株
主
権
等
の
行
使

⑧
通知日等の

通知

⑦
通知日等の

通知

⑦
通知日等の

通知

⑧
通知日等の

通知

機構は、株主等通知用デー
タから申出株主の他の口
座を調べて、その口座を開
設している口座管理機関に
対し、申出株主の保有する
振替株式に関する報告の
請求をする。

機構は、株主等照会コード
を用いて通知する。

（申出の取次ぎ）

受付票
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機 構

口座管理機関 乙口座管理機関 甲

加入者 Ａ

会 社 α

加入者 Ｂ 加入者 Ａ

株主等通知用データ

③
情報提供

③
情報提供

0株50株

質権口保有口

Ａ（乙-300）

～～～～

０００２甲－２００Ｂの住所Ｂ

０００３乙－５００Ｃの住所Ｃ

乙－３００
０００１

甲－１００
Ａの住所Ａ

株主等照会コード加入者口座コード住所氏名

0株10株

質権口保有口

Ａ（甲-100）

0株30株

質権口保有口

Ｂ

40株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 甲

50株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 乙

0株0株

質権口保有口

Ｃ

加入者 Ｃ

会社による振替口座簿の情報提供請求の処理

①
請求

①
請求

④
情報提供

④
情報提供

① 株主等照会コード 0001
② Ａの氏名/住所
③ 保有株式数 60株
④ 増減履歴

① 株主等照会コード 0001 
（又はＡの氏名及び住所）

②
請求の
取次ぎ

②
請求の
取次ぎ

②
請求の
取次ぎ

②
請求の
取次ぎ

③
情報提供

③
情報提供機構は、指定された者の口

座を株主等通知用データか
ら調べて、その口座を開設
している口座管理機関に対
し、会社による情報提供請
求を取り次ぐ。
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会社による情報提供請求の種別と日程

 
口座管理機関から機構への通知 機構から会社への通知 

情報提供請求（全部情報） 

◇請求の対象となる加入者の口

座を開設するすべての口座管理

機関の振替口座簿の情報に対す

る請求（注 1） 

請求日の翌営業日から起算して 

１～３営業日目の日（注 2） 

請求日の翌営業日から起算して 

２～４営業日目の日（注 2） 

情報提供請求（部分情報） 

◇請求の対象となる加入者の口

座を開設する口座管理機関のう

ち直接口座管理機関の振替口座

簿の情報に対する請求（注 1） 

請求日当日 

（口座管理機関の業務処理量によっては 

請求日の翌営業日まで） 

請求日当日 

（口座管理機関の業務処理量によっては 

請求日の翌営業日まで） 

（注 1）会社への通知内容は、『全部情報』は請求対象期間各日において振替口座簿に記録されていた数とその増減履歴を含み、『部分情報』は請求

日前営業日の業務終了時において振替口座簿に記録されていた数のみとする。 

（注 2）対象加入者の口座を開設する口座管理機関が直接口座管理機関のみである場合における標準的な通知日程。 
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20株
株主（Ｂ）の氏名 / 住所

50株

質権欄保有欄

加入者（Ａ）の氏名 / 住所

総株主通知等において会社に通知される者
原則

口座名義人である
Ａが株主として通知
される。

0株50株

質権欄保有欄

加入者（Ａ）の氏名 / 住所

例外（担保に係る取扱い）

質権欄に記録され
たＢが株主として通
知される。

Ａの直近上位機関に対する申出によ
り、口座名義人Ａではなく、申出に係
るＣが特別株主として通知される。

20株
株主（Ｂ）の氏名 / 住所

0株

質権欄保有欄

加入者（Ａ）の氏名 / 住所

Ａの直近上位機関に対する申出によ
り、株主Ｂのほか、Ａが質権者として
通知される。

① 加入者が略式譲渡担保権者である場合

② 加入者が登録株式質権者である場合
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機 構

会 社 β
（外国人保有制限銘柄の会社（放送会社等））

①
通知

①
通知

発行総数等の通知

口座管理機関 丙
（外国人株式記録口座の届出あり）

外国人保有制限銘柄についての期中公表

口座管理機関 乙

① 銘柄 β
② 発行総数 500株

③
Ｈ
Ｐ
で
の
公
表

（
日
々
）

③
Ｈ
Ｐ
で
の
公
表

（
日
々
）

口座管理機関 甲

250株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 甲

140株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 乙

15株

顧客口
（外国人株式記録口）

95株0株0株

質権口保有口

顧客口自己口

口座管理機関 丙

0株200株

質権口保有口

Ａ

0株50株

質権口保有口

Ｂ

①
報告
（日々）

①
報告
（日々）

①
報告
（日々）

①
報告
（日々）

加入者 Ａ
加入者 Ｂ
（外国人）

① 銘柄 β
② 振替口座簿に記録さ
れている振替株式のうち
外国人の保有するものの
総数 10株

① 銘柄 β
② 振替口座簿に記録さ
れている振替株式のうち
外国人の保有するものの
総数 50株

加入者 Ｃ
加入者 Ｄ
（外国人） 加入者 Ｅ

加入者 Ｆ
（外国人）

0株130株

質権口保有口

Ｃ

0株10株

質権口保有口

Ｄ

0株95株

質権口保有口

Ｅ

0株15株

質権口保有口

Ｆ

（報告不要）

② 外国人直接保有比率を計算（日々）② 外国人直接保有比率を計算（日々）

（50＋10＋15）/500＝15％
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振替制度移行後における配当金受払方法①
振替制度移行後に株主の選択肢として追加されるもの現 在

会社（株主名簿管理人）

郵便振替
支払通知書

配当金振込
指定書

金融機関 金融機関

配当金
振込指定

配当金振込
指定取次ぎ

配当金
振込指定

配当金振込
指定取次ぎ

口座管理機関

配分計算

銀行
振込

銀行
振込

銀行
振込

J A C

※
当
該
方
式
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
、

関
係
者
に
よ
る
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

郵便振替簡易払い 銀行口座振込払い （参考）株式数比例配分方式配当金振込指定の取次ぎ（登録配
当金受領口座の取次ぎを含む。）

株主A 株主B 株主C 株主D 株主E 株主F
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現 行
どおり

新 規

新 規

新 規

現 行
どおり

④ 現行の郵便振替支払通知書等の送付による支払いの方法は継続

※ 証券会社に口座を開設していない株主や、隔地者の株主等にあって
は、引続き現行方式による配当金の受領のニーズがあると想定される。

③ 株式数比例配分方式

※ 加入者は、直近上位機関に対して、口座に記録された振替株式の数
に応じた配当金の受領を委任し、会社は、機構の計算した口座管理機
関ごとの配当金受払額に基づいて、口座管理機関に対して配当金を支
払う方式。

※ 導入に向けて関係者による検討を行い、本年夏までに結論を得る。
導入の場合の実施時期は振替制度移行後。

② 郵便振替支払通知書等の送付による支払い

※ 会社が、株主の届出住所あてに、郵便振替支払通知書等

（郵便振替支払通知書の利用（私製）要件を充たさない場合

等にあっては、配当金領収証）を送付し、所定の支払期間内

に株主が郵便局等の窓口に当該通知書等を持参し、それと
の引換えにより、配当金を支払う形式。

② 登録配当金受領口座方式

※ 加入者があらかじめ指定した一の預金口座で、すべての銘柄の配当
金を受領する方式。

※ 加入者は、直近上位機関に対して配当金振込指定の取次ぎの請求
を行い、機構は、株主等通知用データとして、一の金融機関口座を登
録する。

※ 機構は、配当基準日が到来するつど、当該加入者が新規に保有する
こととなった銘柄について配当金振込指定の届出を行う。

※ 振替制度移行に伴って、届出印による株主確認方法の見直しが検
討されていることを踏まえ、階層構造を通じて届出を取次ぐことも可能
とする。この場合、加入者は、直近上位機関に対して、個々の会社に
対する配当金振込指定の取次ぎの請求を行い、機構はこれを会社に
取り次ぐ。

① 現行の配当金振込指定による振込先への支払いの方法は継続

※ 既に、配当金振込指定を利用している株主については、現行の受取
り方式を変更したいとのニーズは乏しいと想定される。

① 配当金振込指定による振込先への支払い

※ 株主があらかじめ会社に対し、配当金振込指定書によって

配当金を受領する金融機関口座（又は郵便貯金口座）を通知

し、会社が株主の指定する口座に対して配当金を支払う形式。

※ 郵便貯金口座を指定する方法については、会社により利用

を認めていないケースがある。

振替制度移行後現 行

振替制度移行後における配当金受払方法②

○ 複数の銘柄に投資する株主にとっては、それぞれの銘
柄ごとに配当金振込指定の届出を行う必要がある。
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新株予約権付社債の新規発行

・・・ 同意書の提出（包括同意）

発行/支払代理人の選任・届出

発行決議

発行会社の同意

銘柄情報通知

新規記録通知

振替口座簿に記録

・・・ 発行代理人が入力

・・・ 引受証券会社（機構加入者）が入力

資金の払込み

ＤＶＰ
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新株予約権付社債の発行/支払代理人等の設置

発行代理人は、会社に代わり、発行時の新規記録等の手続を行う。

支払代理人は、会社に代わり、発行から償還までの元利金支払い等
の手続を行う。

会社は、銘柄ごとに、発行代理人及び支払代理人を選任する。

資格要件 ⇒ ・ 機構の定めるオンライン接続先であること

発行代理人・支払代理人

資金決済会社

資金決済会社は、機構加入者（または会社）に代わり、発行、元利金
支払い等に係る資金決済（日銀当預勘定での資金決済）を行う。

機構加入者（直接口座管理機関）は、資金決済会社を選任する。
（会社は、発行/支払代理人が資金決済会社でない場合は、資金決済会社を別に選任する。）

資格要件 ⇒ ・ 日銀当預口座を開設し、日銀ネットオンライン取引先であること

・ 機構の定めるオンライン接続先であること
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新株予約権付社債の新規記録

決済照合結果通知

新規記録情報承認 引

受

証

券

会

社

新規記録情報入力

新規記録情報承認結果通知

決済照合結果通知

資金

決済

会社

資金決済
情報通知

新規記録済通知

日本銀行

入金依頼
当座勘定引落対象通知

払込依頼

当座勘定引落通知当座勘定入金通知

機 構

決済照合システム

振替システム

当座勘定入金対象通知

新規記録情報通知

新規記録申請

新規記録済通知

発行口記録

新規記録

当座
勘定決済

発行口記録情報・決済番号通知

資金決済情報通知

発行口記録情報・決済番号通知

資金決済情報通知

当座勘定入金済通知

※ 会社は、発行条件決定後、発行代理人を通じて、機構に新株予約権付社債の内容を記録した銘柄情報を通知する。

※ 新規記録済通知は、株主名簿管理人にも送信する。

発

行

代

理

人

約定照合

決済照合
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新株予約権付社債の元利金支払い①

会社

加入者(投資家） 加入者(投資家）

機構加入者直接口座管理機関

支払代理人

直接口座管理機関

間接口座管理機関

機構

基金請求（課税情
報申告）の流れ

加入者(投資家）

資金の流れ

◎元利金の支払いは、振
替制度の階層構造を利
用し、社債権者の上位
機関が代理受領したう
えで、各社債権者に交
付する方法により行う。

◎口座管理機関は、加入者の口座開設に当
たって、元利金請求の委任や、代理受領
について約諾しておくことが前提。
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新株予約権付社債の元利金支払い②

機

構

加

入

者

機 構

元利金請求データ

課税情報申告データ
元利金請求データ

元利金請求内容承認通知

元利金請求内容確定通知
元利金請求内容確定通知

振替システム

日本銀行

当座勘定入金対象通知

当座勘定入金済通知 入金依頼

抹消済通知 抹消済通知

振込依頼

当座勘定引落対象通知

当座勘定引落通知
当座勘定入金通知

資金
決済
会社

※ 日本銀行から当座勘定入金済通知を受領した後、当該決済が振替新株予約権付社債の償還に係るものである場合には、

当該振替新株予約権付社債の抹消を行う。

抹消記録

元利金請求データ作成

元利金請求内容確定処理

当座勘定決済

支

払

代

理

人
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新株予約権付社債の繰上償還

コールオプションの行使

プットオプションの行使

支払代理人 機構 口座管理機関
コールオプション

行使通知

繰上償還

コールオプション
行使情報の通知

支払代理人 機構 口座管理機関
プットオプション

行使通知
プットオプション
行使情報の通知

機構及び口座管理機関は、行使されたＣＢについて、繰上償還期日まで振替・抹消を停止

繰上償還
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新株予約権付社債の買入消却

抹
消
記
録
・
確
認

買
付
実
施

支払代理人会社機構加入者

（買付委託機関）

機構

買入消却に係る買付委託 買入消却の連絡

振替ＣＢの振替

申請受付

機構加入者口座
の抹消記録

買入消却に係る抹消済通知

買入消却申請（抹消申請）

買入消却申請受付通知

買入消却に係る抹消済通知

買入消却申請（抹消申請）は、支払代
理人へ振り替えた後、支払代理人から
申請することも可能。

買入消却に係る抹消済通知は、株主
名簿管理人にも通知する。
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振替新株予約権付社債の新株予約権行使

行
使
請
求
日

Ⅹ

Ⅹ
＋
１

Ⅹ
＋
２

機構加入者 機構 行使請求受付場所

・加入者口座コード
・銘柄
・行使請求に係る振
替新株予約権付社
債の数及び金額

・単元未満株式の買
取代金の入金口座
等の情報

・株主等照会コード
・加入者の氏名又は
名称及び住所

・銘柄
・行使請求に係る振
替新株予約権付社
債の数及び金額

・単元未満株式の買
取代金の入金口座
等の情報

・株主名簿への記載
・振替株式の新規記録
通知のデータ作成・株主等照会コード

・振替株式の銘柄及
び数

・振替株式の振替口座
簿への新規記録

※ 行使請求通知及び新規記録通知に係るデータ伝送の方法は、ファイル伝送方式を用いる。

※ 会社は、自己株式を充当する場合には、事前に株主名簿管理人（行使請求受付場所）のもとに開設した口座に自己株式を振り替えておくものとする。

・振替株式の振替口座
簿への新規記録

・振替株式の新規記録
通知の受信

・振替株式の新規記録
通知の受信

・行使請求通知の受信
・加入者からの行使請
求の申出の受付

・機構への行使請求通
知のデータ作成

・行使請求に係る振替
新株予約権付社債の
抹消

・行使請求通知の受信
・行使請求受付場所へ
の行使請求通知のデ
ータ作成

・行使請求に係る振替
新株予約権付社債の
抹消

行使請求通知 行使請求通知

新規記録通知 新規記録通知

・加入者口座コード
・振替株式の銘柄及
び数
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新株予約権付社債の承継

口

座

管

理

機

関

機

構

消
滅
会
社
等
の
支
払
代
理
人

存
続
会
社
等
又
は
新
設
会
社
等

の
発
行
代
理
人

消
滅
会
社
等

存
続
会
社
等
又
は
新
設
会
社
等

⑥総新株予約権付
社債権者通知

①全部抹消通知

総新株予約権付
社債権者通知の
受領を委託

④効力発生日に消滅会社等のＣ
Ｂの全部抹消及び存続会社等又
は新設会社等ＣＢの新規記録
（銘柄変更）

③全部抹消通知及
び新規記録通知

機
構
で
一
本
化

②新規記録通知

⑤全部抹消日の
総新株予約権付
社債権者報告

※ 総新株予約権付社債権者通知は、株主名簿管理人が受領することも可能。
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新株予約権の新規記録

加入者

口座管理機関

機構

会社

④割当対象株主
の名寄せ及び調
整新株予約権数
を計算

①株式数に割当比率を
乗じて加入者ごとに割り
当てられる新株予約権
の数を算出

加入者

⑤
調
整
新
株
予

約
権
数
の
通
知

②
割
当
日
に
顧

客
口
に
記
録
す

べ
き
新
株
予
約

権
の
数
の
通
知

⑥
総
株
主
通
知
及

び
新
株
予
約
権
の

割
当
結
果
の
通
知

③
基
準
日
の
株

主
報
告
（
総
株

主
報
告
）

無償割当新株予約権

口座管理機関

機構

会社

②
振
替
口
座
の
通
知

③
買
取
代
金
の
払
込
み

④
新
規
記
録
通
知

⑤
新
規
記
録
通
知

①
買
取
契
約
の
締
結

総額買取型新株予約権
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振替新株予約権の新株予約権行使

銀行（払込取扱場所）

口座管理機関（機構加入者）

加入者（新株予約権者）

会社（ＴＡ）

機構

口座開設依頼（会社
又はＴＡ名義の口座）

払
込
金
と
予
約
権
行
使
の
照
合
事
務

に
つ
い
て
機
構
の
業
務
規
程
で
規
定

予約権行使の取次ぎ
に関する委託契約（口
座約款で規定）

②
払
込
金
の
支
払
い

①
払
込
金
の
支
払
い

⑤
新
規
記
録
通
知

④
新
株
予
約
権
の

行
使
請
求
通
知
（
抹

消
済
通
知
）

①
新
株
予
約
権
の

行
使
請
求
の
申
出

（
抹
消
申
請
）

⑥
新
規
記
録
通
知

③
新
株
予
約
権
の

行
使
請
求
通
知

（
抹
消
済
通
知
）
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移行手続のイメージ【施行日以前】

保
振
利
用
会
社

保
振
利
用
会
社

機
構
機
構

参
加
者

参
加
者

振
替
制
度
利
用
会
社

振
替
制
度
利
用
会
社

機
構
機
構

口
座
管
理
機
関

口
座
管
理
機
関

報告

施行日
1ヶ月前の日

同
意

（
振
替
法
第
１
３
条
第
1
項
）

公
告

（附
則
第
８
条
第
１
項
）

同
意
期
限
日

（附
則
第
７
条
第
１
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
※

効力発生日効力発生日
=施行日施行日施行日前日施行日2週間前

施行日
2週間前の前日

（１ヶ月間）

略式質権者による株主名簿への名義記録
（附則第６条第６項）

略式質権者による株券の預託
（附則第１０条）

承諾のない保護預り株券の預託
（附則第11条）

預託・交付請求の禁止
（附則第12条）

実
質
株
主
の
確
定
基
準
日実

質
株
主
通
知

作
成
・報
告
※

（附
則
第
６
条
第
３
項
）

（2週間）
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移行手続のイメージ【施行日以降】

振
替
制
度
利
用
会
社

振
替
制
度
利
用
会
社

機
構
機
構

口
座
管
理
機
関

口
座
管
理
機
関

株
主
名
簿
へ

記
録

（附
則
第
6
条
第
３
項
）

報告

特
別
口
座
開
設
の

申
出

（附
則
第
８
条
第
4
項
）

口
座
記
載
事
項
の

通
知

（附
則
第
８
条
第
5
項
）

口
座
記
録

（附
則
第
８
条
第
６
項
）

口
座
記
録

（附
則
第
８
条
第
７
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
・報
告
※

（附
則
第
６
条
第
３
項
）

特
別
口
座
開
設

機構名義株式の名義書換禁止（15営業日）（附則第６条第3項）

実
質
株
主
通
知
※

（附
則
第
６
条
第
２
項
）

実
質
株
主
通
知

作
成
※

効力発生日効力発生日=施行日施行日施行日前日

公
示

（附
則
第
８
条
第
8
項
・第
９
項
）

特
定
振
替
株
式
の

通
知

（附
則
第
８
条
第
２
項
）

特
定
振
替
株
式
の

報
告

（附
則
第
８
条
第
３
項
）

実
質
株
主
の
確
定
基
準
日

交付請求禁止（附則第５条）

参
加
者
口
座
簿
・顧
客
口
座
の
振
替
口
座
簿
へ
の

転
記
手
続
（附
則
第
７
条
）

登記手続（２週間以内）（会社法第915条第１項）

※施行日前日の実質株主通
知は総株主通知の仕組みを利
用して行う。（注）

（注）施行日前日より前に到来する一定の基準日における実質株主通知についても、総株主通知の仕組みが利用可能か検討中。
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非預託株券の内訳

調 査 項 目　　

    所有者の属性
証券会社

保護預り等
金融機関への
差入れ担保

 （1） 政府･地方公共団体 437 6 431

 （2） 金融機関 119,289 105,096 14,193 1,690

 （3） 証券会社 5,069 4,857 212 523

 （4） 事業法人等 78,946 25,893 53,053 17,125 7,904

 （5） 外国人 63,217 55,247 7,970 402

 （6） 個人・その他 102,152 73,657 28,495 9,287 1,352

 合       計 369,112 264,759 104,353 29,028 9,256

                      所 有 株 式 総 数　

非預託分機構預託分

（注）出典： ・機構「保管振替制度の利用状況に関する調査結果」（名義書換代理人・証券会社アンケート）2005年3月末
・証券決済制度改革推進センター「株券保管状況調査」2005年3月末

≪参考≫ 株式総数 機構預託分 非預託分 預託率
2006年３月末現在（百万株） 364,465 281,914 82,551 77.4%

（百万株）
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特別口座の記録手続のイメージ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
保
振
制
度
内
】

振替口座簿の記録 

 

【
保
振
制
度
外
】 

株 主 名 簿 

 

 

 

機 構 名 義

株 主 名 義

登録株式質権者・特例登録質権者 

 

特別口座

参加者口座簿・顧客口座簿 

（実質）株主名義

（施行日前日の実質株主通知）

 

④
（新
規
記
録
通
知
）

機構名義（失念分） 

②
（
施
行
日
前
日
の
実
質
株
主
通
知
等
）

振替口座簿

※施行日に記録 

※施行日の 15 営業日目の日（予定）に記録 

③ ①

（振替口座簿への転記）

（参考） 特別口座の特徴
① 特別口座に記録された株式の振替先は、加入者自らが証券会社等に開設した口座に限定。ただし、特別口座と会社の口座との間の振替は可能

（単元未満株式買取・売渡請求等の場合）。
② 特別口座に記録された株式の振替以外の権利等（議決権の行使、配当の受取等）は、他の振替株式と同様。
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登録単元未満株式の取扱い

顧客口座簿株主名簿

株主A
40株

会社α

登録単元未満株式
40株を保振制度に移
管するためには、株券
の発行・預託が必要

参加者β

振替口座簿株主名簿

株主A
40株

会社α 口座管理機関β

振替口座簿

加入者A口座

0株⇒40株

特別口座の

口座管理機関γ

40株
振替

買取請求・
売渡請求の

促進

振替制度移行前 振替制度移行後

加入者A
特別口座

40株⇒0株

・加入者Aからの振替
申請
・買取請求の場合の
振替先口座は会社α
の口座



32

端株の取扱い

端株主A

0.4株

株主A

40株

端株原簿 株主名簿

振替制度移行前 振替制度移行後

施行日を効力発生日とする
株式分割等

（例：１株を１００株に分割）

振替口座簿

加入者A
特別口座

40株

口座記録事項
の通知等

施行日

会

社

α

特
別
口
座
の

口
座
管
理
機
関
β



株券電子化に向けた周知・啓発活動計画関連資料

証券決済制度改革推進センター









株券電子化に向けた周知・啓発活動計画 Ｈ１８．５         

2005年 2009年

制度動向

実務等
対応状況

各種調査

周知啓発
活動概略

事前預託推進
の主なターゲッ

ト

個人投資家

事業会社
（財務担当者）

証券会社

銀行等

発行会社
（株式担当者）

2006年 2007年 2008年

●関係政省令案の提示

●保振制度要綱公表（3月） ●保振接続仕様公表（想定）

電子化実施目標日

制度概要周知
事前預託の推進

制度詳細周知（制度に対する更なる理解の促進）

事前預託の推進強化（株券残量調査を踏まえて）

事前預託推進（最終）

移行実務の確認、トラブル解消対応

●保管状況調査（8月）●株券保管状況調査（8月）

●保振制度利用状況調査（6月）●保振制度利用状況調査（6月）

●保護預り調査（4月）●保護預り状況調査（4月）

●保管状況調査（8月）

●保振制度利用状況調査（6月）

●保護預り調査（4月）

●株券保管状況調査（8月）

●保振制度利用状況調査（6月）

●保護預り状況調査（4月）

特例期間

制度概要、タンス株等の事前預託の必要性等をマスメディア、
発行会社からの通知等を通じ周知

アンケート結果を元に、マスメディア、発行会社からの通知等を通
じタンス株の預託期限を想定した周知

名義書換の徹底、移行に伴い
発生し得る問題と解決策につ
いて周知（混乱回避）

駆け込み預託の対応等

トラブル防止に向けたセミナー、個別相談
等による重点フォロー

関係者による
・特別口座の取扱い（費用負担、受
入方針、実作業等）に関する検討、
合意形成
・不所持株の取扱い等
の検討、制度確定

・日本経団連等を通じ、制度概要を説明
・株券の取扱い（預託／特別口座）に関する意思
決定の促進

銀行等による担保株券の取扱い検討／担保差入株券の取扱いについての説明（契約見直し等）、実務促進（預託等）

主に移行に伴い発生し得る問題と解決手続きについて周知（特別口座への移管関
連等）

制度概要＋口座管理機関としての参加検討のた
めの情報提供

保護預り非預託分の事前預託推進の協力要請,保護預り非預託分の事前預託推進（大量保有法人への個別預託促進、証券会社から、個人・法人への働きかけをサポート）／
未預託者への再啓発

移行に伴う実務面、システム面への影響を周知し、個社での対
応検討を促進

・実務詳細の確認、情報共有（保護預り非預託分、受入代用有価証券の
  取扱い等  移行実務の確認、トラブル解消対応方法等）
・緊急時の対応検討を推進

担保実務（担保受入株券の取扱い、移行後の担保受入れ実務）検討の推進サ
ポート

　

制度概要の周知（名義書換代理人を通じ、株式担
当者等に向けた制度概要・移行に向け必要となる
実務概要、移行直前のコーポレートアクションの取
扱い等）

株主への周知要請（総会決議通知等の株主に対
して実施する通知で周知等）

・株主への制度詳細の周知
（理解不足の点のフォロー、移行に向けた実務、移行後の実務
詳細説明等）

株主への制度詳細の周知
（再度、移行までの実務詳細説明、特に一斉移行日直前１ヶ月で
必要な実務の確認等）

移行に関する株主からの問合せ等に対する対応
方法の周知

個人・法人のタンス株

保護預り非預託分/担保受入株

事前預託の一定の促進（株券大量保有企業の場
合は特別口座への移管等の検討）

担保受入株関連の実務処理に関する周知、処理実施の
サポート

銀行等による担保株券の取扱い検討／担保差入株券の取扱いについての説明（契約見直し等）、実務促進（預託等）

自己財産分の株券の取扱い「事前預託(直接or間接/特
別口座)」の意思決定･預託先等との協議

自己財産分の事前預託(直接or間接)

制度概要＋口座管理機関としての参加検討のための情報
提供

自己財産分の株券の取扱い（預託／特別口座）に関する意
思決定の促進

制度詳細の周知（アンケート結果から理解不足と思われる点、実務への影響概略、
口座管理機関として参加予定の銀行等に対しては口座管理機関として必要な実務
処理、システム機能等）

保管状況調査より、自己財産株券の取り扱いに関して未定の銀行等に対
するフォロー（制度への理解をサポートし、株券取り扱いの判断を促す）

証券決済制度改革推進センター



当機構の概要

商号 株式会社証券保管振替機構
所在地 〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
設立 平成１４年１月４日
代表者 代表取締役社長 竹内 克伸
主な事業内容

①株券等保管振替業務（口座振替業務・保管業務）
②一般振替DVP業務
③短期社債・一般債振替業務
④決済照合業務
⑤その他業務

株券喪失登録情報等照会システム（SITRAS）における情報提供業務等

（株券等の電子化に向けた「ほふり」の取組み）
http://www.jasdec.com/ds/index.html

（株券等の電子化に係る制度要綱）
本編 http://www.jasdec.com/download/ds/ds_060327_1.pdf
参考資料編 http://www.jasdec.com/download/ds/ds_060327_2.pdf

（お問合せ先）
業務部・ 企画部 （株券電子化担当）

TEL 03-3661-0190
E-mail ： furikaekabushiki@jasdec.com
ホームページアドレス http://www.jasdec.com/index.html
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